
倶知安町からのお知らせ（注意喚起）

後志総合振興局管内において、新規感染者（感染経路が不明な方を含

む）が１０月に入り１１名確認されました。（10/13現在）

今後、秋の行楽シーズンを迎えるなど、人の動きが活発となることか

ら、また、インフルエンザ流行の季節を迎えることから、感染拡大を防止

するため、より一層の「新北海道スタイル」の実践の徹底をお願い申し上

げます。

なお、誰もが感染する可能性があることから、差別や偏見を持つことな

く、今一度、一人ひとりが冷静に、思いやりをもった行動をとっていただ

くようお願いします。

令和２年（2020年）10月13日

倶知安町長 文 字 一 志
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皆さまへのお願い

○全ての皆さま

・手洗いの徹底

・マスク着用、咳エチケット

・密接、密閉、密集の３つの「密」をさける など

○事業者や施設管理団体等の皆さま

・こまめな換気や消毒

・マスク着用・手洗いの徹底

・一定の距離をとる など

【問合せ先】

倶知安町総務課危機管理室 電話 ０１３６－５６－８０００

※なお、感染状況は道庁ホームページで公表していますので、そちらをご覧ください。

(URL) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/hasseijoukyou.htm



「熱がある、症状がある、など、受診に迷ったら、こちらへ相談ください」

「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」

北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのある方を診療体制の整った医療機関に確実につなぐための

「帰国者・接触者相談センター」と、「感染症に関する一般相談」の電話番号を全道で統一し、

新たに「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」としました。

０８００－２２２―００１８ （無料電話）

２４時間相談窓口

※ 感染症に関する一般相談 : 感染症の予防方法や、症状、治療に関する疑問や不安など

※ 札幌市、函館市、旭川市、小樽市にお住まいの方 ： 各市保健所にご相談ください

■ 少なくとも、以下のいずれかに該当する場合はすぐにご相談ください

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

・重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方、

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

・上記以外の方～症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。 症状には個人差がありますので、強

い症状と思う場合はすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。
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